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７ １９世紀初頭

１９世紀の初頭における行政のディスコースについて，Rutgersは次のように
論じている。
１９世紀になって，システム化と概念の統一性をもとめることが多くなる。そ
れとともに行政の実務と全員の幸福を最大にするということは，出発点であり
続けている。しかし，福祉国家の方向づけと新しい市民の法治国家の概念の間
に緊張が生じている３４。
そして，polityイデオロギーと法治国家思想は統合できないという事実にも
かかわらず，この時期，行政のディスコースは実り豊かであると，Rutgersは
指摘している３５。この点について，Martinは次のように主張している。１９３７年
以前に使われたすべてのアメリカ行政学の重要な概念は，１８００年と１８６０年の間
のフランスの文献に既に存在している３６。
さらに，１９世紀の初頭における行政のディスコースのアイデンティティにつ
いてどう考えるかについて，Rutgersは，BonninとMohlを例としてとりあげて
いて，BonninについてRutgersは次のように論じている。
Bonninは，１９世紀初頭のフランスにおける行政のディスコースのもっとも
重要な代表者であり，革新者の１人である。彼は，行政のディスコースをsci-
ence administrativeへと近代化しようとしている。Bonninの著作であるPrin-
cipe d’administration publiqueは，真の行政的な科学を確立しようとする試み
である。そして，Bonninは行政学を社会科学の主題とみなしている。それは
法に属しないし，Bonninは，明示的に，その基礎として，政治学を排除して
いる。Bonninは法と社会科学のバランスを望んでいる。Bonninによると，行
政は規則によって形成されるということではなく，行政は規則の適用と執行以
上のものであるということを認める。そして，Bonninは統治と行政の区別を
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示唆する。さらに，行政の研究は，同時に社会行動を説明すべきであるし，実
務における適用のドクトリンであるべきだという。Bonninの科学の概念は自
然科学にもとづいているし，そうであるから，実証主義の例である３７。
さらに，RutgersはMohlについて次のように論じている。
Mohlは１９世紀におけるもっとも重要なドイツの官房学者のうちの一人であ
るという。また，Rutgersによると，polity概念はMohlの思想の中で，中心に
なっているけれども，Mohlは，それを部分的に近代的な文脈においていると
いう。さらに，Mohlは，いわゆる警察（rechits-polizei）を行政のディスコー
スの直接的な関心からはずしている。
そして，MohlについてRutgersは次のように評価している。すべての類型の
国家と行政に対する一つの統合した理論を確立しようとする試みは失敗したと
Mohlは信じている３８。それにつづいて，Mohlについて次のようにのべている。
Mohlは，法治国家概念を彼の規範的出発点とし，人間性の実現と道徳的教育
のどちらか，あるいは，両方を国家の目的とする思想を拒絶する３９。

８ Polity Scienceの衰退

１９世紀の後半に行政のディスコースに関するものは，出版されなくなる。講
座も廃止され，行政の研究は司法的な性格のものになるということをRutgers
は指摘し，行政のディスコースが消えてしまったことについて，どのように説
明されるのだろうかと問い，その原因について，以下のような考察を行ってい
る。
第一に，法についての関心が１９世紀初頭から増えたとし，それは，自由主義
思想の勃興の結果であるという。国家は全体の福祉を保障するものではなく
なってきている。それよりも，市民を国家から守り権力分立を確保し，人権や
市民の権利を保障し，代表政府の確保が求められるようになる。行政法が独立
して研究されるようになるのも，こうした動きの一つである４０。
第二に，Kantの思想があらわれたことがあげられるとする。Eudaimonicな
国家の理想を拒否することは，Kantの著作において理論的基礎をもった。
Kantは，権力，富，名誉，健康，そして，全体的な福祉がeudaimonia概念の
もとに包摂される思想を認めなかった。結果としてeudaimoniaは国家の目標
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となりえない。Kantは，国家が個人の道徳の創出の手段とはなりえないと論
じる。それは，望ましい，そして，考えられる人間の自由に反するという４１。
第三に，経済思想の発展をあげる。経済は，行政のディスコースから独立で
あるばかりでなく，経済思想は行政のディスコースを縮減するという。すなわ
ち，Adam Smith等は，国家に限定した役割を与え，制限を加えるような経済
政策に反対する。国家は，社会と経済にできるだけ介入しないようにしなけれ
ばならないとし，自らを市民のための自由と安全を提供することに限定しなけ
ればならないという。この点のRutgersの指摘は，自由放任の思想としてしば
しば論じられるものである４２。
第四に，この時期における別の展開がある。それによって，科学と研究の性
質に関する思想が変化する。それは，三つにわかれる。第一に，実証主義と経
験主義が重要になったことと，Kantが事実と規範を区別したことから，規範
的要素が科学からさけられた。第二に，理想的な教育理想と実証主義が結びつ
いたことによって実務指向の研究が非科学的であるとされた。第三に，１９世紀
における巨大な産業化が社会問題をうみだした。それが，新しい研究問題を生
み出し，社会現象に対する異なるアプローチを要請する。包括的で，国家指向
の行政のディスコースについてのアプローチは多くの学者によって不十分で，
作動しないものとみなされる。そして，その分野は，そのアイデンティティを
まったく失うのである４３。

９ １９世紀後半

⑴ Lorenz von Stein４４

Lorentz von Steinの学問についてRutgersは次のようにのべている。Steinは，
科学，社会と国家に関する変化を同化することによって行政のディスコースを
革新しようと試みる。そして，Steinは，実務的知識と同様に様々なアプロー
チのある包括的な行政学を展開しようと試みる４５。
SteinはHegelの理想主義的哲学をもっており，Hegelのように自由と発展を
基本的に重要なものと考えている。また，同時代人であるKarl Marxと異なり，
革命を拒絶する。そして，国家だけが出発点として共通の関心をもつことに
よって，社会問題を解決することができ，そして，自由を保証することができ
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るとする４６。
そして，SteinについてRutgersは次のようにいう。Steinは革新者である。
彼は社会科学的アプローチを使い，科学としての行政学の発展を追求し，家政
に注意を払い，官職の現象に注意を払い，行政についての機能的アプローチを
増している４７。
結論として，Steinは実際的，経験的，そして，哲学的な思想が包括的な社
会科学の中に統一されうると確信している。だが，彼のプロジェクトは完結し
ていない。行政に関する理論的な，そして，実務的知識の幅広い統合をもとめ
ることはできないのである。Steinが行政の学際的研究として，そのディス
コースに与えるアイデンティティはインスピレーションのもととして利用でき
るとRutgersはいう４８。

⑵ 公法学の勃興４９

１９世紀の後半において，行政に対する法律のアプローチが有力になる。公法
学の勃興である。結果として，行政実務に対する注意は少なくなっていく。主
流は，行政を法の執行とみなし，法律家の領域であって，社会科学者の領域で
はないとみなす。そして，行政のディスコースはヨーロッパからほとんど完全
に消えるとRutgersはいう５０。

１０ 現代アメリカ行政学

ヨーロッパにおいて，行政のディスコースがなくなってから，アメリカ行政
学が発展し，そのことについては，既に論じられてきたことを，Waldo等の文
献をあげながらRutgersは指摘している５１。しかし，２０世紀における発展につ
いて述べることは，歴史的な視点からアイデンティティの意味を評価するのに
役立つとして，アメリカ行政学の論述に進む５２。
アメリカの初期の行政思想は，どこに行政があるべきかという強い規範的な
方向づけによって性格づけられ，それは有名な政治行政分断論によって表現さ
れているという。その理想は政治的に中立で，専門職的で，道徳的に完全で，
成果指向の国家官僚制であるという。Woodrow Wilsonは「行政の研究」にお
いて，アメリカで初めてこの思想を擁護したとRutgersは述べている５３。とこ
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ろが，Woodrow Wilsonは，長い間放置されたのである５４。Rutgersによると，
Goodnowをアメリカ行政学の創設者とすることがより正当であるということ
になる。WilsonやGoodnow等の初期の研究者はヨーロッパのディスコースを
知っていたのである５５。
２０年代と３０年代の研究について，Rutgersは次のように述べている。普遍的
行政原則の探求は２０年代と３０年代においてさかんであった。行政の研究が行政
原則と科学的外観に焦点をあてることによって，相対的に広く共有されたアイ
デンティティを見出すのはこの時期である５６。
行政学はヨーロッパにおいて完全には消滅しなかったとRutgersは指摘して
いる。第一に，行政学は２０世紀において，法律学を補う科学として研究されて
いる５７。第二に，行政問題は新しい社会科学の中で研究されており，その重要
な構成要素としてWeberの官僚制理論があるとする５８。さらに，学際的な研究
となる都市問題の影響がある５９。第三に，Steinを擁護する学者もいた６０。しか
し，ヨーロッパにおいて，行政のディスコースにとって有利ではない状況が
あった６１。

１１ ヨーロッパにおける研究とアメリカにおける研究

ヨーロッパにおける行政のディスコースは２０世紀初頭のアメリカにおけるも
のとはかなり異なっており，いくつかの類似点と相違点があるとRutgersは指
摘している。
ヨーロッパにおいては法的なアプローチが優勢である。組織研究と政治学は
非主流であるか，存在しない。アメリカの行政のディスコースはまったく異
なった文脈において展開した６２。
規範的基盤もアメリカとヨーロッパでかなり異なっている。ヨーロッパにお
いてはディスコースの基盤に国家と社会の二元論がある。国家に関することは
法の領域と考えられている。主流を形成するものは，行政に対する社会科学の
アプローチをよくても副次的なものとみなしている。それに対して，アメリカ
においては，政治行政分断論がその規範的基盤を反映している。しかしながら，
どちらにおいても研究領域ははっきりと区分されている６３。
ヨーロッパにおける研究とアメリカにおける研究では，科学の基礎にある哲
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学がディスコースのアイデンティティに影響を与えている。一貫性，システマ
ティックな研究がヨーロッパにおいては強調されている。結果として，行政の
全体にわたる一般理論の創設が，多かれ少なかれ，行政に関する独立した科学
的なディスコースをつくりだすための前提要件とみなされている。そのことに
よって，知的なディスコースと行政の実務が距離をおくことになった。それに
対してアメリカの科学の哲学はプラグマティズムである。プラグマティックな
アプローチの主な利点は，矛盾する理論である多元主義をたやすく受容できる
ことである６４。

１２ おわりに

日本の行政学は固有の特徴をもっている。その点に関して西尾教授は次のよ
うに指摘している。
「この戦後期の行政学に顕著な特徴は以下の２点にあった。その第１は，戦
前戦中の文化的鎖国状態から解放され，初めて本格的にアメリカ行政学を摂取
し始めたことである。その第２は，憲法改正に端を発した戦後改革に直面し，
これらの制度改革に論評をせまられていたことである。
このふたつの動向はそれぞれ別個独立に進み，連動し合うところがなかった
のである。すなわち，第１のアメリカ行政学の摂取は主として理論研究の動機
からおこなわれ，その成果は行政学教科書の記述に取り入れられていった。だ
が，第２の実践課題に対応するための研究は，アメリカ行政学とは無縁なとこ
ろで，明治以来の日本の行政制度史に関する歴史研究として，あるいは制度改
革の効果に関する実態調査研究として進められていた。
たとえば，辻清明の教科書『行政学概論・上巻』（１９６６年）にはアメリカ行
政学の諸概念・諸命題を導入した論述が多いのに対して，かれの主著である
『新版・日本官僚制の研究』（１９６９年）に収録されている諸論稿には，アメリ
カ行政学の影は薄い。」６５

アメリカ行政学の研究は，依然として重要であるが，戦後改革をへても，日
本においては，官僚制においても，地方自治のシステムにおいても，ヨーロッ
パと類似しているところが多いので，本稿のように，ヨーロッパも視野にいれ
た研究の必要性は高いということができると考える。
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「しかしながら，国家の職能は，近代の絶対君主による殖産興業政策以来今日ま
でただひたすら拡大の一途をたどってきたのではない。その間に一度揺り戻しの時
期があったのである。すなわち，絶対君主制の下でやがて資本主義経済が発達し，
いわゆる市民階級（ブルジョワジー）が登場するようになると，国家による殖産興
業政策がかれらによって批判されるようになった。
国内産業を保護するための関税政策を初めとして，産業を保護，助成，振興する

ためにおこなわれていた国家による各種の規制・介入措置が，産業の自由な展開を
制約し，かえって経済の発展を阻害している，とする批判であった。国家は市民生
活と経済活動に対する不必要な規制・介入をやめ，市民社会の側の自由な活動を許
容すべきなのであって，そうした方がむしろ，資本主義経済を伸び伸びと発展させ，
国を豊かにする早道である，という主張であった。このような新しい思潮のことを，
その当時のフランスで流行していたことば‘laissez faire’（レッセ・フェール）を
とって，自由放任経済とよぶ。この自由放任主義の思潮を自由主義経済の理論にま
で高め，「神のみえざる手」による市場の自動調整作用について説いた古典的著作
が，イギリスのアダム・スミス（A. Smith）の『諸国民の富』（１７７６年）であった。
自由放任主義が一世を風靡していた時代のイギリスでは，国家のはたすべき職能

はあたかも警察官が夜間の街頭を巡回して市民生活の安寧を守ることに尽きるかの
ごとき俗論も横行していた。そこで，このような通俗的な国家観のことを夜警国家
論と揶揄した論者もあった。国家の職能は国防・警察・裁判に限られるべきだとす
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るのは，いささか極論であったにしても，資本主義経済の先進国であった当時のイ
ギリスでは，「国家は安上がりであればあるほど良し」とする主張が支配していた。
そこで，この種の国家観のことを「安上がりの政府」（cheap government）論と呼
ぶのが通例になっている。１８０１年にアメリカ合衆国第３代大統領に就任したトーマ
ス・ジェファーソン（T. Jefferson）のことば「最小の行政こそ最良の政治なり」
も，この国家観を表している。
この種の自由放任主義の思潮は，イギリスに典型的であったが，程度の差はあれ，
市民革命を経て立憲君主制または近代民主制の政治体制に移行したヨーロッパ大陸
諸国にまで広く普及していき，これが国家の職能の拡大に歯止めをかけていたので，
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July, p.２９０. Mark R. Rutgers, Can the Study of Public Administration Do without
a Concept of the State？―Reflections on the Work of Lorentz von Stein, Admini-
stration & Society, Vol.２６, No.３. November,１９９４.

４８ Mark R. Rutgers, Beyond Woodrow Wilson-The Identity of the Study of Ad-
ministration in Historical Perspective, Administration & Society. Vol. ２９, No. ８,
July, p.２９０. Ibid. p.２９０.

４９ ドイツの公法学については辻清明，前掲書，２８―３１頁．村上淳一「ドイツ法学」
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村上淳一・伊藤正己・碧海淳一編前掲書。 Mark R. Rutgers, Beyond Woodrow
Wilson―The Identity of the Study of Administration in Historical Perspective,
Administration & Society, Vo.２９, No.８, July.

５０ Ibid. p.２９１.
５１ Ibid. p. ２９１. D. Waldo, The Administarative State（２nd ed）, Holmes & Meier,
１９８４. 拙稿「行政学説史に関する若干の考察」駿河台法学第２２巻第１号。

５２ Mark R. Rutgers, Beyond Woodrow Wilson―the Identity of the Study of Ad-
ministration in Historical Perspective, Administration & Society, Vol. ２９. No. ８.
July, p.２９１.

５３ Ibid. p.２９１.
５４ Paul P. Van Riper,“The Politics-Administration Dichotomy: Concept or Real-
ity？”, in Jack Rabin and James S. Bowman（eds.）, Politics and Administration,
Dekker,１９８４. 拙稿「行政学説史に関する若干の考察」駿河台法学第２２巻第１号。

５５ Robert D. Miewald,“The Origins of Wilson’s Thought”in Jack Rabin and
James S. Bowman（eds.）, op. cit. Phillip J. Cooper,“The Wilsonian Dichotomy in
Administrative Law”in Jack Rabin and James S. Bowman（eds.）, op. cit. Richard
J. Stillman, II“Woodrow Wilson and the Study of Administration: New Look at
an Old Essay”, American Political Science Review, Vol. ６７. １９７３. F.J. Goodnow,
Comparative Administrative Law, G.P. Putnum’s Sons,１９８３. Mark R. Rutgers, Be-
yond Woodrow Wilson-The Identity of the Study of Administration in Historical
Perspective, Administration & Society, Vol.２９. No.８. July, p. ２９２. 拙稿「行政学説
史に関する若干の考察」駿河台法学第２２巻第１号。

５６ Mark R. Rutgers, Beyond Woodrow Wilson―The Identity of the Study of Ad-
ministration in Historical Perspective, Administration & Society, Vol. ２９, No. ８,
July, p.２９２.

５７ Ibid. p.２９２.
５８ この点に関しては，Ｍ. ウェーバー（世良晃志郎訳）『支配の社会学』Ⅰ・Ⅱ，創
文社，１９６０，１９６２年，Ｍ. アルブロウ（君村昌訳）『官僚制』（福村出版 １９７４年）。
日本においてMax Weberに関して熱心な研究が行なわれてきた。そして数多くの
文献が発表されてきた。しかしながら，Max Weberに関して研究すべきことは今
なお多い。西尾教授は，Weberの官僚制論を紹介したのち，次のように指摘してい
る。「ウェーバーの上述のごとき官僚制論ないしは官僚制化論をどのように理解す
べきものなのであろうか。問題の核心はウェーバーのいうところの合理性ないしは
合理主義とは何を意味しているのかである。
だが，この設問に対して的確に解答することは筆者のよくなしうるところではな

いので，ウェーバーの全著作を本格的な研究対象にしているウェーバー研究者たち
の解釈を参照してもらうほかない。ウェーバーは，目的合理性と価値合理性，形式
的合理性と実質的合理性，あるいはまた理論的合理主義と実践的合理主義といった
諸概念を複雑に使い分けているのであって，これらの諸概念の意味をそれぞれの文
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脈に即して正確に読み取ることは，決して生易しい作業ではないからである。」西
尾勝『行政学』（有斐閣 ２００１年）１７１頁。
Petra Schreurs,“The Rule of Rationality: Weber’s Concept of Rationality in his

Writings on the Bureaucracy”, in Mark R. Rutgers（ed.）, Retracing Public Ad-
ministration, Jai, ２００３. Mark R. Rutgers, Beyond Woodrow Wilson-The Identity of
the Study of Administration in Historical Perspective, Administration & Society,
Vol.２９, No.８, July.

５９ Ibid. p. ２９２. 辻清明「最近における英米及獨逸行政学」国家学会雑誌 第５２巻第
１号を参照。

６０ Mark R. Rutgers, Beyond Woodrow Wilson―The Identity of the Study of Ad-
ministration in Historical Perspective, Administration & Society, Vol. ２９, No. ８,
p.２９２.

６１ Ibid. p.２９２.
６２ 西尾教授は，教科書において次のように述べている。

「ヨーロッパ諸国も，現代国家の諸課題への対応をせまられていた点ではアメリ
カ合衆国と異ならない。ただヨーロッパ諸国では，絶対王政時代から立憲君主制時
代にかけて軍制と官僚制とを整備し，近代民主制下でもかなりの程度までこれを維
持しつづけていたので，現代民主制下の諸課題に対応していくこともアメリカ合衆
国ほどむずかしいことではなかった。そのためにかえって，ヨーロッパ諸国では現
代行政学の誕生がおくれたのである。しかし，アメリカに発達した行政学は，現代
国家の特質を認識し，その改革方策を模索していくうえに有効なものであると認め
られ，世界各国で摂取されていったのである。」西尾勝『行政学』（放送大学振興会
１９８８年）。１３頁。この点は，ヨーロッパについては，再検討する必要があると考え
られる。Mark R. Rutgers, Beyond Woodrow Wilson―The Identity of the Study of
Administration in Historical Perspective, Administration & Society, Vol. ２９, No. ８,
p.２９３.

６３ Mark R. Rutgers,“Tracing The Idea of Public Administration: Towards a Ren-
aissance of Public Administration？”In Mark Rutgers（ed.）, op. cit. Mark R. Rut-
gers, Beyond Woodrow Wilson―The Identity of the Study of Administration in
Historical Perspective, Administration & Society, Vol.２９, No.８, July, p.２９３.

６４ Ibid. p.２９３.
６５ 西尾勝『行政学』（有斐閣 ２００１年）４４頁。
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